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市内での新規創業（開業）者や創業予定者で 

新規創業に係る資金等の借入を行う皆さまへ 

　　産業競争力強化法に基づき、市が行う創業支援事業として、市内で新規創業（創業予定者）を行 

う方（個人・法人）が「新規創業者を対象とする融資制度」の融資を受ける場合、その借入に係る 

信用保証料及び借入から１年以内の利息に対して補助金を交付することで、新規創業者の負担軽減 

を図るともに経営安定につなげることを目的としています。 

 
 
　【新規創業（創業予定者）を行う方（個人・法人）とは】…　 

事業を営んでいない者又は新設した法人が市内において事業を開始するとき 

　　　（ただし、補助金申請には市が指定した「創業塾等」の受講が必要です） 

 

　【新規創業者を対象とする融資制度とは】…　次のとおりです。 

　　①福岡県中小企業融資制度内の「新規創業資金」 

　　②福岡県信用保証協会の信用保証制度内の「創業等関連保証」及び「創業関連保証」 

　　③日本政策金融公庫の融資制度内の「新規開業資金」、「女性、若者／シニア起業家支援資金」、 

　　「再挑戦支援資金」（ただし、日本政策金融公庫に係る資金借入の場合、信用保証制度がありま 

せんので信用保証料に対する補助金はありません。） 

　 
　　　 

　 

　　 

　　　★八女市役所　商工・企業誘致課商工振興係 　　（八女市本町６４７番地） 

☎０９４３－２４－９１７７ 

　　　★八女商工会議所（八女市本村４２５－２２－２）☎０９４３－２２－５１６１ 

　　　★八女市商工会（八女市黒木町今１３１４－１）  ☎０９４３－４２－０１５３ 

 　補助金の種類 補助対象経費 補助金の額

 新規創業資金等

借入者信用保証

料補助金

市が定めた「新規創業に係る融資制度」に

おいて、借入者が福岡県保証協会に対して借

入期間中に支払う信用保証料（ただし、日本

政策金融公庫を除く）

補助対象経費の２分の１

以内（千円未満は切捨て）

ただし、上限５０万円です。

 新規創業資金等

借入者利子補給

補助金

市が定めた「新規創業に係る融資制度」に

おいて、借入者が金融機関等に対し支払う利

息のうち、新規借入日から１２か月以内に発

生するもの

　補助対象経費の２分の１

以内（千円未満は切捨て）

ただし、上限１０万円です。

補助対象・要件等

お問い合わせ・相談

～八女市新規創業資金等借入者 

信用保証料・利子補給補助制度～

補助金の種類・金額・対象経費



 

　 

①福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であること。 

　　　　　　　　　　②暴力団員による不当な行為を防止する法律第２条第２号に規定する暴力団 

　　　　　　　　　　又は同条第６号に規定する暴力団員である場合、又はそれらと密接な関係を有 

　　　　　　　　　　している場合は補助対象外。 

　　　　　　　　　　③宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業と認め 

　　　　　　　　　　られる場合は補助対象外。 

　　　　　　　　　　④申請時に個人にあっては、市内に住所及び事業所を有し、法人にあっては、 

　　　　　　　　　　市内に事業所を有して事業所の登記を行っていること。 

⑤申請者において、市税、国民健康保険税（個人のみ）及び税外徴収金等の滞 

納がないこと。（ほかに要件があります。詳しくは、下記へお尋ねください。） 

 

 

 

 
　　【新規創業資金等借入者信用保証料補助金】 

　　　◆申請時期：新規創業に係る融資資金の借入を行って、福岡県信用保証協会（借入金融機関）

に保証料を支払った日から３０日以内までに必ず申請ください。（注：ただし、借入資金の繰上

げ返済や借換え等によって、信用保証協会から信用保証料の還付を受けた場合は、還付額のう

ち市補助金に相当する額を返還していただくこととなります。） 

　　　◆申請書類 

　　　①八女市新規創業資金等借入者信用保証料補助金交付申請書（様式第１号） 

　　　②添付書類：事業計画書（任意様式）、収支予算書（任意様式）、市が指定した「創業塾等」受 

講証明書（創業塾の実施団体：八女商工会議所又は八女市商工会が発行） 

　　　③法人にあっては、登記事項証明書の写し（既に登記が完了している場合） 

　　　④その他添付書類（詳細は、市商工・企業誘致課商工振興係へお尋ねください） 

【新規創業資金等借入者利子補給補助金】 

◆申請時期：新規創業に係る融資資金の借入を行って、借入金融機関に借入日から１２か月目

の利息を支払った日から３０日以内までに必ず申請ください。 

　　　◆申請書類 

　　　①八女市新規創業資金等借入者利子補給補助金交付申請書（様式第２号） 

　　　②添付書類：金融機関等による利息計算書 

注）ただし、日本政策金融公庫からの借入者は、事業計画書（任意様式）、収支予算書（任 

意様式）、市が指定した「創業塾等」受講証明書（創業塾の実施団体：八女商工会議所又は 

八女市商工会が発行）を添付ください。 

　　　③その他添付書類（詳細は、市商工・企業誘致課商工振興係へお尋ねください） 

　  　■申請書様式等は、八女市商工・企業誘致課、八女商工会議所、八女市商工会に備えております。

また、八女市ホームページ（http://www.city.yame.fukuoka.jp/）からダウンロードいただ

けます。【八女市 H P ⇒ 事業者向け ⇒ 融資・助成金】

申請手続き等

申請に係る留意事項等

http://www.city.yame.fukuoka.jp/

